
　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

　（３）その他

講ずべき措置：お客様の声投入箱を設置しており、ユニバーサルデザインに関する要望など、頂
戴した意見に対して順次改善してゆく。

実施状況：前年度はユニバーサルデザインに関する要望が無かったため、今後も継続して取り組
む。

　　④　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

接遇研修の実施
総合案内所係員を同じグループ会社である伊予鉄髙島屋の
接遇研修に参加させ、プロの接客技術を習得し、高齢者、

障害者等への配慮を学習する。（2019年度）

2名を伊予鉄髙島屋の
「販売員レベルアップ
訓練」に参加させ、車
イスやベビーカーの貸
し出し方法など、百貨
店のバリアフリー対応

を学んだ。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

筆談による情
報提供

聴覚障害をお持ちの方に対し、筆談ボードを総合案内所に
設置して対応しているが、ラウンジ等にも設置し、筆談に

よる情報提供を強化する。（2020年度）

今年度計画のため実
施せず。

　　②　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

サービス介助
士資格の取得

総合案内所係員でサービス介助士資格を持っている者が１
名しかいないため、さらに２名を実技教習に参加させ、有
資格者を増やして高齢者、障害者等への対応力を向上させ
る。（2019年度）

2名を3月開催の実技
教習に申し込んだ
が、コロナウイルス
の影響により延期と
なった。

対象となる航空旅
客ターミナル施設

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

エレベーター
の更新

ホールディングルーム内のエレベーターをストレッチャー
が入るバリアフリー対応に更新する。（2020年度）

今年度計画のため実
施せず。

　　①　航空旅客ターミナル施設を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第13号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（航空旅客ターミナル施設）

（令和２年度）

　　 住　　所　愛媛県松山市南吉田町2731番地
　　　　　　　 
　 　事業者名　松山空港ビル株式会社
　　 代表者名　代表取締役社長　清水　一郎　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況



所在都
道府県
市町村

一日当
たりの
利用者
数

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

段差へ
の対応

搭乗ゲー
トの数

視覚障
害者誘
導用ブ
ロック
の設置
の有無

案内設備
の設置の
有無

障害者
対応型
便所の
設置の
有無

愛媛県
松山市
南吉田
町

8,058人 ○ ○ 6
（5）

○ ○ ○

1 1
6

（5）
1 1 1

（第13号様式）

　８．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　９．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

　２．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。

　３．搭乗ゲートの数の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に設置されている搭乗ゲートの総数を記入し、同欄の括弧内
　　には、旅客搭乗橋が設置された搭乗ゲートの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　４．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　５．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　６．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に便所が設置されていない場合に―印を、便
　　所が設置されており、かつ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている
　　場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　７．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。

注１．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設が公共交通移動等円滑化基準省令
　　の全ての基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

Ⅱ　航空旅客ターミナル施設の移動等円滑化の達成状況（航空旅客ターミナル施設ごとに記入）

（令和２年３月31日現在）

航空旅客ターミナ
ル施設の名称

(合　　　計)
計　ターミナル

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の航空旅客ターミナル施設を設
　　　置又は管理している。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の航空旅客ターミナ
　　　ル施設を設置又は管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

松山空港旅客ター
ミナルビル（国内
線・国際線）


